
令和6（2024）年 3月

地域福祉支援計画
広島県第2期





資 料 編第５章
 Ⅰ   用語解説 ··· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · ·   60

Ⅱ  関連の深い県計画一覧 ··· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  65 

Ⅲ  計画の策定経過 ··· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  66

Ⅳ 第２期広島県地域福祉支援計画策定委員会[委員名簿] ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 67

計画の進行管理第4章
 Ⅰ   進捗の把握及び報告  ··· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  56 

Ⅱ  指標の設定と点検 ··· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  56





第１章

総　論

- 1 -

 Ⅰ   策定の背景

Ⅱ  計画期間

Ⅲ  計画の位置付け

Ⅳ  特に考慮する社会情勢

Ⅴ  基本理念・目指す姿

  1　基本理念
   2　目指す姿

   3　地域共生社会の実現に向けて

Ⅵ  計画で推進する取組領域



- 2 -

●　これまでの社会保障政策は、人生において典型的と考えられるリスクや課題を想定し、その解
決を目的として、基本的に、現金給付や福祉サービス等を含む現物給付を行うというアプローチ
の下で、公的な保障の量的な拡大と質的な発展を実現してきました。
●　これにより、生活保障やセーフティネットの対象は大きく拡大し、社会福祉の分野では、高齢
者介護、障害福祉、児童福祉、生活困窮など、属性別や対象者のリスク別の制度が発展し、専門
的支援が提供されるようになりました。
●　また、これまで家族や地域が担ってきた介護や子育て、障害へのサポートなどの外部化の進
展による家族や地域の負担軽減に伴って、産業の発展や女性の社会参画、家族形態やライフス
タイルの変化が進むこととなりました。
●　その一方で、これまでの対象者別の制度のみでは対応できない、ひきこもり、8050問題、ダブ
ルケア、老老介護、ヤングケアラーなどの複合的な課題や制度の狭間の問題が顕在化している
状況にあります。
●　本県では、平成30(2018)年7月に豪雨災害を経験し、住民同士のつながりや地域での支え合
いの大切さが再認識されるとともに、地域コミュニティの力が再評価されました。
●　私たちは、こうした社会構造や状況の変化を踏まえ、令和2(2020)年4月に「広島県地域福祉
支援計画」(以下「第1期計画」という。)を策定し、県内全域で、県民が、社会的に誰一人孤立す
ることなく、世代を超えて、住み慣れた場で、生き生きと暮らすことができる「地域共生社会」の
実現を目指すこととしました。

●　この第1期計画に基づき、地域の生活課題を住民から専門職、関係機関に切れ目なくつなぎ、
必要な支援が受けられる「重層的なセーフティネット」の構築に向け、まずは住民と専門職、そし
て多様な主体が連携・協働して取り組むための土壌と仕組みづくりを施策推進の中心に据えて、
モデル事業等の取組を開始しました。
●　令和2(2020)年以降、新型コロナウイルス感染症の感染拡大によって、日々の暮らしを営む中
での様々な制限や自粛を余儀なくされた結果、家庭・職場・地域での人々の関わり合いにも大
きな影響が及んでおり、人と人、人と社会のつながりや支え合いの一層の希薄化が懸念されます。
●　こうした社会情勢の変化を踏まえ、複合的な課題や制度の狭間の問題を抱える世帯など社会
的に孤立しがちな人たちが社会とのつながりを回復するとともに、住民と専門職、そして多様な
主体が連携・協働し、地域の生活課題を早期に発見し、相談を漏らさず受け止め、支援につなげ
る仕組みの構築に向け、今一度、取組を推進していくことが必要です。
●　ついては、計画に掲げる基本理念や目指す姿の実現に向けて、想定外、または想定以上のス
ピードで進む社会情勢の変化に伴う新たな課題に対応するため、計画内容を見直します。

策定の背景Ⅰ



- 3 -

計画期間Ⅱ

計画の位置付けⅢ

  令和６(2024)年度 ~ 令和11(2029)年度 [６年間]

なお、計画期間中における状況の変化に適切に対応するため、必要に応じて見直しを行う場合が
あります。

本計画は、社会福祉法第108条第１項に規定する「都道府県地域福祉支援計画」として、市町が策
定する「地域福祉計画」の達成に資するため、広域的な見地から、市町の地域福祉の取組の推進を
支援することを目的として、必要な事項を一体的に定めるものです。

1　法的根拠

2　他計画との関係

本計画は、県の総合計画「安心 ・ 誇り ・ 挑戦 ひろしまビジョン」の施策領域「地域共生社会」にお
ける目指す姿 ・ 取組の方向性を反映した、本県の地域福祉に関する基本方針となるものです。
また、「ひろしま高齢者プラン」、「広島県障害者プラン」、「ひろしま子供の未来応援プラン」、

「いのち支える広島プラン」、「広島県健康増進計画『健康ひろしま２１』」など、各分野別計画との連
携・整合を図りながら、地域共生社会の実現に向け、地域における高齢、障害、子供・子育て、生
活困窮等の福祉に関し、各分野で横断的に取り組むべき事項を定めます。

安心 ・ 誇り ・ 挑戦 ひろしまビジョン

広島県地域福祉支援計画
各分野で横断的に取り組むべき事項
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特に考慮する社会情勢Ⅳ

人生100年時代を迎える中、令和22(2040)年頃には、いわゆる団塊ジュニア世代が高齢者となり、高
齢者人口がピークを迎える一方、現役世代が急激に減少することが見込まれます。
人口構造は騎馬戦型から肩車型へと急変し、「支える側」の人材、地域資源が不足することが見
込まれ、地域社会のセーフティネットが機能しづらくなることへの懸念が増しています。
また、令和22(2040)年に向け、要介護認定率や認知症割合の高くなる85歳以上の高齢層、単身高
齢世帯など、いわゆる「見守り、気に掛ける」必要がある人や世帯が増加していくことが予測されて
います。
 これらの状況変化を的確に捉えて、対策を講じる必要があります。

1　更なる人口減少と人口構造の変化

核家族化、未婚化、晩婚化、ライフスタイルや働き方の変化、これらを背景とした単身世帯や単身
高齢者の増加といった社会環境の変化が進み、地域社会を支える地縁・血縁などの人と人との関
係性や「つながり」は一層希薄化することが懸念されます。
このため、令和5(2023)年6月に孤独・孤立対策推進法が公布され、国及び地方において、総合的
な孤独・孤立対策に関する施策を推進することが規定されました。

2　孤独 ・ 孤立に陥りやすい社会環境の変化

令和2(2020)年以降、長引く新型コロナウイルス感染症の影響で、私たちは、家庭・職場・地域で
の関わり合いや経済活動の自粛を余儀なくされてきました。
このことが、「つながり」の希薄化に拍車を掛けるとともに、心身の健康面への深刻な影響や経済
的な困窮などに直面する人々も浮き彫りとなってきました。今後、コロナ禍が収束したとしても、社
会に内在するこうした問題に対し、必要な取組を進めていく必要があります。

3　新型コロナウイルス感染症による「つながり」の希薄化

家庭・職場・地域等で人々が関わり合い、支え合う機会が減少し、交流・見守りの場や相談支援
を受ける機会の喪失が進むことにより、ひきこもり、8050問題、ダブルケア、老老介護、ヤングケア
ラーなどの複合的な課題や制度の狭間の問題が顕在化しています。
当事者や家族等が信頼できる人と対等につながり、人と人との「つながり」を実感できる社会環
境づくりに取り組む必要があります。

4　様々な「生きづらさ」の顕在化
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本県は、県土の約7割を山地が占め、土砂災害警戒区域は全国最多となっており、ひとたび災害が
起これば、その被害は甚大なものとなることが想定されます。
このため、平成30(2018)年7月豪雨災害等の被災地における支え合い活動等のノウハウを継承す
るとともに、平時から県民の生命や財産を守るための備えや、地域における自助・互助の関係づく
りを着実に進める必要があります。

5　災害の頻発化への懸念

近年、デジタル技術の発展は目覚ましく、ウェブ会議やリモートワークを可能とする情報通信・ア
プリケーションの普及や、SNS(ソーシャルネットワーキングサービス)の活用などにより、生活圏域
に限定されない人と人との関係性の構築やネットワーク化など、対面を要さないつながりやコミュ
ニケーション手段が拡大しています。
こうしたデジタル技術や様々な蓄積データの積極的な活用により、県民等の利便性向上や、効果
的・効率的な施策展開が期待されています。

6　デジタル技術の進展

平成27(2015)年９月に「持続可能な開発目標」(Sustainable Development Goals)が国際連
合サミットで採択され、令和12(2030)年までに、貧困や飢餓、エネルギー、気候変動、平和などの全
世界が有する社会課題を達成するための行動計画・目標が示されました(17の目標と169のターゲ
ットで構成)。
これらの行動計画・目標の実現を目指す企業やNPO等の様々な取組を通じて、多様な主体によ
る地域福祉活動の裾野も広がっており、支え合いの促進などへの効果が期待されています。

7　多様な主体による地域福祉活動の拡大
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基本理念 ・ 目指す姿Ⅴ

わたしたちのまちでは、地域社会を構成する多様な主体が連携し、
個々人の違いを尊重し互いに支え合う環境が整うことで、
住民が安心して生活するとともに、つながりを持ちながら、
自分らしく活躍しています。

1　基本理念

2　目指す姿

・　わたしたちのまちでは、「住民間」、「住民と専門職」、「専門職間」等が連携・協働する場や
仕組みがあり、日常生活上の困りごとを抱える住民が早期に発見され、相談を漏らさず受け止め、
課題の解決につながっています。
・　わたしたちのまちでは、住民は、地域コミュニティへの参画や地域活動への参加の機会を得て、
地域とのつながりを強め、多様な主体との協働による見守り合いと支え合いが生まれ、安心して
暮らしています。
・　わたしたちのまちでは、住民の障害に対する正しい理解が進み、障害特性に応じた総合的な
支援が行われることで、障害者とその家族が、地域社会の中で安心して暮らしています。
・　わたしたちのまちでは、外国人が地域社会の一員として、地域とつながりを深めながら、生活
に必要な情報の共有が進むことにより、外国人が困ったときに相談できるなど、孤立することな
く安心して生活しています。
・　わたしたちのまちでは、全てのケアラーが個人として尊重され、健康で文化的な生活を営ん
でおり、ケアラーが社会から孤立することのないよう地域全体で支えているとともに、特にヤン
グケアラーについては、適切な教育の機会が確保され、かつ、心身の健やかな成長及び発達が図
られる環境で、自分らしく、将来にわたり夢や希望を持って暮らしています。
・　わたしたちのまちでは、人権意識や男女共同参画意識を高める啓発を受ける機会が広がり、
個々人の性別、年齢、障害の有無、民族、国籍などの様々な違いを認め、尊重し合う意識が醸成
されています。

【個別（主体別）の姿】

本県では、地域共生社会の実現を目指して、令和2(2020)年４月に第１期計画を策定し、「重層的な
セーフティネット」の構築に向け、どのような取組が有効であるのか、県内の特定地域において、住
民や専門職など多様な主体が連携・協働した地域主体の課題解決活動をモデル的に実施して、活
動プロセスや成果等の検証を行ってきました。

3　地域共生社会の実現に向けて

「多様性を認め合い　支え合いながら　自分らしく活躍できる
安心と活気あふれる共生のまち　広島県」
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このモデル活動では、次の3つに着目して、モデル活動を後押しする社会福祉協議会や市町行政と
議論等を重ねながら、連携して取組を進めました。

・　住民の主体的な活動により、相談・交流・活動の機会が創られることを通じて、住民同士
で自発的に「気付き」「見守り合う」などの支え合いが生まれる関係づくり
・　住民が、地域において課題を抱える人を早期に発見して、専門的支援へつなぐ仕組みづくり
・　多様な専門職や地域が相互に連携・協働して、複合的な課題や制度の狭間の問題の解決
に取り組む仕組みづくり
その結果、こうした地域主体の課題解決活動は、
・　様々な悩みや課題を抱えた人たちの間で、お互いの境遇や思いを尊重する関係が作られること
・　尊重し合う関係によって、誰もが、安心感を得られる機会になること

などの効果が得られた一方で、別に実施した県民アンケート調査では、
・　地域のつながりの必要性は認識しているが、実際に行動しようと思う人は少ないこと
・　悩みを抱えた場合に、相談することにためらいを感じる人が多く存在し、自ら安心感から遠
ざかっていること

という現状もうかがえました。
　モデル活動等から得られた、こうした特徴と現状とのギャップ等を踏まえ、地域共生社会の実現
に向けた本計画での取組の方向性を次のとおり整理しました。

※地域共生社会・・・　制度 ・ 分野ごとの『縦割り』や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えてつ
　　　　　　　 ながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会(出典 :厚生労働省「地域共生社会のポータルサイト」)

【本計画での取組の方向性】

①　一定の距離を保ちながら、お互いの暮らし(方)を尊重しつつ、いざ困っている人がいた場
合には、その苦しさに「気付き」、「気に掛け」、「手を差し伸べる」ことができる人が増える

②　そうした人が地域に増えていくことで、困っている身近な人を見逃さず、早期に発見し、
必要に応じて専門職の支援に繋げるなど、早期の解決に導くことができる

③　こうした社会が広がることで、困っている人だけでなく、心配している人も含めて、地域
に暮らす一人一人が、尊重し合いながら、安定的かつ継続的に「安心した暮らし」を送るこ
とにつながる

地域社会を構成する多様な主体が連携して

「困りごとを抱える人が早期に発見され、早期の解決につながる」
ための取組を推進することで、本計画で目指す地域共生社会

「尊重し合いながら安心して暮らせる地域社会」
の実現を図ります。
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計画で推進する取組領域Ⅵ

高齢、障害、子供・子育て、生活困窮等の福祉に関する各分野の具体的な施策・取組について
は、それぞれの計画に委ねることとし、本計画では、「基本理念・目指す姿」の実現に向け、関連
する計画と整合を図りながら、「重層的なセーフティネット」の構築に必要な施策の方向性を定めます。
「重層的なセーフティネット」とは、制度や分野を超えた全世代を対象とした、複合的な課題や
制度の狭間の問題を解消する支援の仕組みであり、県民誰もが、住み慣れた地域で安心して暮ら
せることを実感できる社会の実現(安心感の向上)を目指すものです。

　複合的な課題や制度の狭間の問題とは、本人やその家族について、ひきこもり、8050問題、ダブルケア、老老介護、
ヤングケアラーなど、制度や分野横断的に課題が複合している課題や、公的な相談支援がない、あるいは十分に届いて
いない問題を指します。
　これらの課題や問題は、子供・若者から高齢者まで全世代に渡っており、様々な要因から適切な支援につながりにく
い場合があるため、それぞれの実情に応じ、柔軟かつ適切な支援が必要です。

県内の相談支援機関への調査結果【令和4(2022)年度 ・ 広島県実態調査】
問 専門分野以外の課題のうち、上位5つまで、多い順に教えてください

〈分野別〉
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高齢者（n＝213）
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相談支援機関(事業所)の種
別にかかわらず、経済的困窮
(住居・就労不安定を含む)、
精神障害(疑いを含む)に課
題がある場合が多く、複合
的に課題を抱えるケースが
多いことがうかがえる。

複合的な課題や制度の狭間の問題への対応の必要性



- 9 -

「重層的なセーフティネット」の構築には、各地域の実情に応じて、次の3つの機能が備わるとと
もに、相互に影響し合いながら、発展していくことが重要です。このため、本計画では、これらの機
能が一体的に発揮され、地域 ・ 社会全体で支える仕組みづくりを推進します。

重層的なセーフティネットの構築

1 多様な主体による支え合い機能

2 まるごと相談支援機能

3 つなぎ ・ つながる機能

●　家族、知人・友人、ご近所で気に掛け合う関係などの日常的な「つながり」や、家庭や学校・
職場以外の居場所や社会活動等への参加などを通じて、緩やかな見守り・安否確認など
予防的機能が備わっていること
●　住民、自治組織、民生委員 ・ 児童委員、社会福祉協議会、社会福祉法人、企業、NPO、ボラン
ティア団体、当事者団体など多様な主体が連携 ・ 協働し、支え合いの機能が備わっていること

●　一人一人の心身の健康状態や成育環境、家庭、経済、生活の状況などから受けている影
響を踏まえ、個別課題のみに捉われない支援機能が備わっていること
●　8050問題やダブルケアなど、個人に着目するだけでは解決しきれない、複合的な課題や
制度の狭間の問題が潜在している場合があることも考慮し、「世帯まるごと」の支援機能が
備わっていること
●　支援に当たっては、各分野の専門的な相談支援をベースとしながらも、複合的な課題や
制度の狭間の問題にも柔軟に対応するため、制度や分野を超えた連携や、知識 ・ ノウハウ
等を共有する機能が備わっていること

●　多様な主体による支え合いと、相談支援を行う専門職・専門機関が、信頼関係を構築し
ながら、継続的につなぎ ・ つながり続けられる機能が備わっていること
●　社会から孤立するなど、支援につながりにくい人も含め、様々な「生活のしづらさ」を抱
える人や世帯が見過ごされることなく、適切な制度や支援に早期に、かつ確実につながる機
能が備わっていること
●　また、制度や支援 ・ 伴走につながった後も、専門職による支援や伴走に加え、地域の見守
り・支え合いの中で、社会から孤立することなく、つながりを持ち続けられる機能が備わっ
ていること

■「重層的なセーフティネット」を形成する3つの機能

緩やかな見守り
多様な主体の支え合いの輪

多様な主体による支え合い機能

個別課題のみに捉われない「世帯まるごと」の
支援や分野を超えた連携

まるごと相談支援機能

多様な主体による支え合いと専門職 ・ 専門機関等が継続的につながり続ける
適切な制度や支援に早期かつ確実につながる

つなぎ ・ つながる機能
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県では、令和2(2020)年4月に第1期計画を策定し、「重層的なセーフティネット」の構築に向け
て、市町と一緒に進めていく姿勢をもって、試行錯誤もしながら、市町への支援を進めてきました。
これまでの間、「包括的な相談支援体制の構築に着手した市町数」は19市町(令和5(2023)年3
月時点)へ広がりました。また、令和3(2021)年度から開始された「重層的支援体制整備事業」(移
行準備事業を含む。)は、11市町で進められています(令和5(2023)年3月時点)。
第1期計画による市町支援を振り返ると、市町又は地域ごとに、人口構造や保健 ・ 医療 ・ 福祉
の資源、地域文化等は様々であり、各地域の実情やニーズに応じたきめ細かい支援や、実践に活
かせるよう県内外の事例の共有 ・ 機会づくりを進めていくことが、広域的な見地から施策の推進
を担う県の役割であることを改めて認識したところです。
近年、地縁等の従来のつながりの希薄化が進む一方で、子供食堂や住民主体の通いの場、認知
症カフェ、障害者(児)を支援する場などの様々な福祉拠点が展開されており、人と人、人と資源を
多面的に結びつける機会や場となっているものもあります。
こうした地域福祉の拠点や活動の広がりは、従来の「つながり」や「見守り」の仕組みが果たし
てきた、支援の「入口」・「出口」の役割も期待されます。また、福祉分野に限らず、教育、就労、住
宅、交通、環境、まちづくりなどの生活関連分野のほか、観光、農業 ・ 漁業など多様な分野との連
携を図り、人材や資源が限られた中でも、地域社会を構成する多様な主体が様々な形で交わり・ 
重なる官民協働のセーフティネットを広げていくことが大切となります。
このため、県・市町の間で、地域福祉を推進する上での意識を共有して連携しながら取組を推
進することが必要であり、「重層的なセーフティネット」を形成する3つの機能が一体的に発揮さ
れる仕組みづくりに向けて、引き続き、地域の実情や取組の進捗等を把握・共有しながら、各市
町と共に歩む伴走支援に取り組みます。

市町の地域福祉の取組への伴走支援
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 Ⅰ  推進の視点
  1　身近な「つながり」そのものが
　　 セーフティネット

  2　専門機関 ・ 関係団体の「つながり」による
　　 セーフティネット 

  3　「つながり」による安心な暮らしの実現

Ⅱ  多様性を認め尊重し合う
　　意識で全員参加へ
  1　県民の皆さんと共有したいこと

  2　専門職 ・ 専門機関 ・ 関係団体の皆さんと
　　 共有したいこと

  3　県 ・ 市町行政に携わる皆さんと
　　 共有したいこと
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推進の視点Ⅰ

私たちは、身近な「つながり」の中で、支え、支えられながら暮らしています。

普段から、私たちは身近な「つながり」を通じて、様々な人と出会い、話をする中で、役割や居場所を

得たり、「顔の見える関係性」や緩やかな「気に掛け合う」関係性を維持したりしています。

このような身近な「つながり」は、家族や学校・職場などの「普段の生活」をはじめ、趣味やスポーツ活

動、地域行事などへの「社会参加」によるもののほか、近年では、SNS(ソーシャルネットワーキングサービ

ス)等を介したコミュニケーションなど、「地域によらない」ものも増えており、その形は多様化しています。

また、身近な「つながり」は、ちょっとした悩みや困りごとを抱えた際に改善のヒントが得られたり、専

門機関による支援等に早期につながるきっかけが得られたりするなど、課題の深刻化や重篤化を防ぐ、

いわば緩やかな見守り ・ 支え合いによる予防的セーフティネットとしても機能しているといえます。

1　身近な「つながり」そのものがセーフティネット

身近な「つながり」 緩やかな見守り ・ 支え合いによる予防的セーフティーネット

「
普
段
の
生
活
」に
お
け
る

つ
な
が
り

「
社
会
参
加
」に
よ
る

つ
な
が
り

「
地
域
に
よ
ら
な
い
」

つ
な
が
り

SNS等を介したコミュニケーション

地域行事

出かける ・
会話する

避難訓練

ちょっとした
困りごと
お手伝い

あいさつ ・ 声かけ 安否確認 学校

生活支援サービスの利用就労

スポーツ ・ カルチャー

趣味 ・ 学び 地域活動 登下校見守り

匿名による相談

家族

ご近所

民生委員

自治組織

職場 学校

親族

知人

友人
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これまでの公的支援は、属性別や対象者のリスク別の制度が発展して専門的支援が提供され、
その充実が図られてきました。その一方で、個人や世帯が抱える生きづらさやリスクは複雑化 ・ 
多様化してきています。
これらの課題は個別性が極めて高く、従来の属性別や対象者のリスク別の各制度の下では十分
支えることが難しい場合もあることから、分野を超えた多機関 ・ 多職種の連携によるセーフティ
ネッ トの構築が必要となります。
県内の相談支援機関(事業所)においても、その多くが日常的に専門分野以外の課題にも対応し
ており、特に「経済的困窮」・「精神障害」に課題があるケースが多いことなどから、各分野の専門
的な相談支援をベースとしながらも、複合的な課題や制度の狭間の問題にも柔軟に対応していく
ことや、制度や分野を超えた連携体制を構築し、知識 ・ ノウハウ等を共有していくことが重要です。
また、8050問題やダブルケアなど、個人に着目するだけでは解決しきれない、複合的な課題や
制度の狭間の問題が潜在している場合があることも考慮し、「世帯まるごと」の支援に対する考え方
や、「本人や家族による支援拒否」への対応の仕方等について、共通理解を深めることも必要です。
こうした考え方を踏まえ、各地域において、分野を超えた専門職や生活支援にかかわる様々な
関係者間で、「本人や世帯全体に対する支援方針」や「各関係機関が実施している支援内容」を共
有するとともに、「各関係機関との日頃からの関係づくり」に取り組む必要があります。

制度や分野を超えた「つながり」による専門的セーフティネットと、日常生活の中での身近
な「つながり」によるインフォーマルな予防的セーフティネットが、地域で交わり ・ 重なり合
うことで、潜在化している課題の早期発見や深刻化を招きかねないリスクの予防も含めて、
様々な課題を抱えている人を漏らさず受け止め、本人の自律を支えながらライフステージの
変化に応じた切れ目のない柔軟な支援(伴走型の支援)を行うことができると考えられます。

身近な「つながり」と専門機関 ・ 関係団体の「つながり」によるセーフティネット

2　専門機関 ・ 関係団体の「つながり」によるセーフティネット

その他の機関
（公的機能を担う）

福祉施設 ・
事業所

民生委員 ・
児童委員

住民 ・
自治組織

社会福祉
協議会

ボランティア
団体

社会福祉法人

相談支援
機関

医療機関

企業

NPO 当事者団体 県 ・ 市町

●多様な
　つながりの裾野拡大 ●分野別課題への対応

   (高齢、障害、子供 ・ 子育て、生活困窮等)

●包括的な相談支援
   (制度や分野を超えた連携)

●困ったときに、
　ためらわず誰かに相談

★気付き、気に掛け、
　手を差し伸べる

寄り添い続ける

居場所を得る

気付く

つながる

支える

SNS等
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人と人との「つながり」は、日々の暮らしの中での安心感の向上にもつながるものですが、核家
族化、未婚化、晩婚化、ライフスタイルや働き方の変化などを背景とした単身世帯や単身高齢者
の増加は、地域社会を支える地縁や血縁など、人と人との関係性や「つながり」を一層希薄化させ
ることが見込まれます。また、人口減少 ・ 少子高齢化の進行に伴い、従来の見守りや地域活動の
担い手はもとより、各種制度やサービスの担い手、そしてその後継者の不足も進んでいます。
こうした社会情勢の変化により、私たちは、誰もが社会から孤立しやすい環境下にあり、今後、
様々な「生きづらさ」を抱えた場合に、適切な制度や支援につながりにくい状況となることも考え
られます。
県民アンケート調査では、「普段の生活でコミュニケーションを取る人がいる」・「社会活動等に
参加している」・「悩みや不安を相談する人がいる」ほうが、安心して暮らしていると感じている
割合は高くなっており、普段から、何らかの「つながり」を持ち続けておくことは、「尊重し合いな
がら安心して暮らせる地域社会」の実現に欠かすことのできない要素であると考えられます。
社会には、様々な「生きづらさ」を抱えていても、制度や支援につながりにくい人や、つながら
ない人が存在しており、こうした人も含めた「悩みや不安を漏らさず受け止める仕組みづくり」を
進める必要があります。

■「つながり」と「安心感」の関係(県民アンケート調査)

●コミュニケーションを取る人の有無別
　安心して暮らしていると感じるか

全体（n=3,483）

いる（n=3,286）

いない（n=197）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

●社会活動等(就労を除く)への参加有無別
　安心して暮らしていると感じているか

全体（n=3,483）

参加している（n=1,667）

参加していない（n=1,816）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

●悩みや不安を相談する人の有無別
　安心して暮らしていると感じているか

全体（n=2,844）

いる（n=2,438）

いない（n=406）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

十分感じている 多少感じている

あまり感じていない 全く感じていない

分からない 【出典：令和4（2022）年度広島県実態調査】

3　「つながり」による安心な暮らしの実現
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多様性を認め尊重し合う意識で全員参加へⅡ

地域共生社会の実現に向けては、個人の尊厳が尊重され、多様性を認め合うことができる地域
社会を住民主体で創り出していく必要があります。
実際の地域の状況は複雑であり、誰もが役割を持ち、お互いに尊重し合い、支え合う社会を目
指すことは、とても高い理想ですが、一人一人が他人ごとを「我がこと」として捉え、「支え合い」
を自然に意識し、できることから行動していくことが大切です。
また、住民、自治組織、民生委員 ・ 児童委員、社会福祉協議会、社会福祉法人、企業、NPO、ボラ

ンティア団体、当事者団体など、地域社会を構成する多様な主体が、それぞれに活動するだけで
なく、相互に連携して協働できる「仕組み」や、実例等を通じた「対話や協議」を繰り返し行うため
の機会づくりが必要です。
こうした考え方を踏まえ、次のとおり、県民をはじめ、専門職 ・ 専門機関 ・ 関係団体、行政等が
共通認識を持ち、全員参加で、地域共生社会の実現に取り組みます。

「地域共生社会」の考え方について、現時点で、十分な理解が進んでいるとは言えない状況に
あります。
このため、本計画では、「困りごとを抱える人が早期に発見され、早期の解決につながる」ため
の取組を推進することで、「尊重し合いながら安心して暮らせる地域社会」の実現を目指し、県民
の皆さんと共有したいことを整理しました。
地域共生社会の実現に向けて、県民一人一人が次の内容について意識し、実際の行動につなげ
ていくことが重要です。

1　県民の皆さんと共有したいこと

①　地域社会を構成する一員として、困りごとを抱えている人を見逃さず、
　気付き、気に掛け、手を差し伸べること
②　自らが悩み ・ 困ったときには、ためらわず誰かに相談すること
③　相談する、気に掛ける、寄り添う中で、つながりの裾野を広げること
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県 ・ 市町行政では、次の役割の下、県民をはじめ、専門職 ・ 専門機関 ・ 関係団体が共通認識を
持ち、全員参加で、地域共生社会の実現に向けて取り組むことができるよう、総合的に環境整備
や施策推進を行います。
　　　　　県は、各市町が目指す地域共生社会の実現に向けて、市町とともに、必要な取組を
進め、本計画に掲げる施策を総合的に推進します。 
また、支援体制やノウハウが十分でない困難事例や、各市町特有の課題への対応などにつ
いても、広域的な視点から、市町とともに検討します。

専門職 ・ 専門機関や、社会福祉協議会、社会福祉法人、企業、NPO、ボランティア団体、当事者団
体などの関係団体は、それぞれの領域における業務や活動はもとより、個人に着目するだけでは解
決しきれない課題に対して、「世帯まるごと」の支援の視点を持ち、制度や分野を超えた連携や
活動を通じて、「重層的なセーフティネット」の一翼を担うことが期待されます。
それぞれの立場や強みを生かし、相互につながり合うことで、支援が網の目状に折り重なるよ

うな地域を作っていくことが重要です。
このため、まずは、住民や地域の多様な主体、行政等と顔の見える関係を作りましょう。
また、専門外の相談を受けたり、様々な「生きづらさ」を抱えた人や世帯に気付いた場合には、
制度や分野にかかわらず、確実に支援につなげましょう。
その一方で、地域福祉に関わる皆さんといえども、困難な課題を一人で抱え込んでしまい、過度の負
担とならないよう、支援者同士がそれぞれの専門性を生かして連携し、負担軽減を図る必要があります。
 一人で抱え込まないで、皆で支え合いましょう。

2　専門職・専門機関・関係団体の皆さんと共有したいこと

　　　　　市町は、「地域福祉計画」等に基づき、住民にとって最も身近な自治体として、地域
の生活課題や、様々な「生きづらさ」を抱える人や世帯の状況を把握した上で、関係団体等
と連携し、地域共生社会の実現に向けた取組を推進します。

3　県・市町行政に携わる皆さんと共有したいこと

県

市町

今あるものに限りがあることも踏まえ、くくり直しと役割分担により、支援者の負担も軽くする

「市町が目指す、それぞれの地域共生社会の実現に向けて」

視点1 今、あるものを生かしていく

暮らしの場である地域で見守り、伴走していくという考え方を住民と共有 ・ 実践する

視点2 多様な主体による支え合いと専門的な相談支援がつながり続けていく

地域内の様々な活動や、地域外の事例を知り、学ぶとともに、当事者団体などと連携する

視点3 地域内外の多様な資源を知り、つながっていく
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 Ⅰ   地域共生社会に対する
　  理解の促進

Ⅱ  多様な主体による
　 支え合いの促進

Ⅲ  まるごと相談支援体制の構築

Ⅳ つなぎ ・ つながる機能の
 　 充実 ・ 強化

Ⅴ 支援につながりにくい人・
　 世帯へのアプローチ

Ⅵ 総合的な権利擁護体制の構築
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「尊重し合いながら安心して暮らせる地域社会」の実現に向けて

県民の誰もが「尊重し合いながら安心して暮らせる地域社会」
～困りごとを抱える人が早期に発見され、早期の解決につながる取組を推進～

本計画が目指す地域共生社会(尊重し合いながら安心して暮らせる地域社会)の実現に
向けては、様々な課題を抱える人を支えるための切れ目のない多様な“つながり”と“支援
の流れ”(下記ロードマップ)を形成していくことが必要です。
そのため、本計画では、目指す姿の実現に向けた「3つの取組の方向性」(P.7)を施策推
進の中軸に据え、その方向性ごとにステップ1~5の実現に向けた仕組みや流れが、県内各
地に形成されて発揮されるよう、「6つの施策の柱」を設定して各施策の充実を図ります。
また、第1期計画で得られた成果や課題等を踏まえて、「地域共生社会に対する理解の促
進」(県民の理解と行動の促進)及び「総合的な権利擁護体制の構築」(成年後見制度等の権
利擁護支援の充実)については、特に注力する施策と位置付けて推進します。

ステップ1
（気付く）

ステップ2
（つながる）

ステップ3
（支える）

ステップ4
（居場所を得る）

ステップ5
（寄り添い続ける）

❶　「気付き」、「気に掛け」、「手を差し伸べる」人が増える

❷　早期に発見し、早期の解決に導く仕組みができる

❸　安定的かつ継続的に「安心した暮らし」を送れる仕組みができる

Ⅰ　地域共生社会に対する理解の促進

Ⅱ　多様な主体による支え合いの促進

Ⅲ　まるごと相談支援体制の構築

Ⅳ　つなぎ ・ つながる機能の充実 ・ 強化

Ⅴ　支援につながりにくい人・世帯へのアプローチ

Ⅵ　総合的な権利擁護体制の構築

●「つながり」や社会活動等
への参加などを通じて、孤
立することなく、生活でき
ている。

●困りごとや悩みがある人に
気付くことができている。

●身近な「つながり」により、
困りごとや悩みが重度化
する前に、必要な支援や制
度につながっている。

●多様な分野の支援機関が連
携して支援策等の調整がな
されている。

●支援機関だけではなく、地
域住民も意識的に連携に関
わっている。

●地域の中で社会とつながる
場や機会を得て、地域で孤
立していない。

●自らが悩み、困ったときに、
ためらわず、相談できてい
る。

●地域や専門機関の寄り添い
の中で日常の暮らしを送る
ことで、日々の生活の安定
と安心感につながっている。

取
組
の
方
向
性

目
指
す
姿

施
策
体
系
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第2期広島県地域福祉支援計画 施策体系
この計画では、次の「6つの柱」により、取組を推進します。

住宅確保要配慮者が安心して暮らせるセーフティネット機能の整備

矯正施設退所者等の地域定着支援

外国人が安心して生活できる環境整備

配慮が必要な人への支援

（4）

（5）

（6）

発達障害児 ・ 者への支援の充実

特に支援が必要な人 ・ 世帯への支援

ケアラー(家族介護者等)への支援の充実

つなぎ ・ つながる機能の充実に向けた支援

分野を超えた連携体制の構築及び相談支援機能の充実

地域活動に携わる多様な担い手づくり

社会とつながる機会 ・ 場づくりの促進

認知症になっても安心して暮らせる地域づくりの促進

非常時の地域支え合い活動の促進

生活困窮者への支援の充実

ひきこもり支援の充実

（1）

（2）

（3）

（7）

成年後見制度等の権利擁護支援の充実

虐待 ・ DV防止対策の充実

消費者被害対策の充実

福祉サービスの苦情解決及び第三者評価による質の確保

1

2

3

4

Ⅵ　　総合的な権利擁護体制の構築

Ⅴ　　支援につながりにくい人 ・ 世帯へのアプローチ

Ⅳ　　つなぎ ・ つながる機能の充実 ・ 強化

Ⅲ　　まるごと相談支援体制の構築

Ⅱ　　多様な主体による支え合いの促進

Ⅰ　　地域共生社会に対する理解の促進

1

2

1

2

県民の理解と行動の促進

多様性等への相互理解の促進

1

柱 施　　　　策

2

3

4
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地域共生社会に対する理解の促進Ⅰ

県民一人一人が、日々の暮らしでの身近な「つながり」の必要性を知り、高齢者介護や障害福祉、

生活困窮などの福祉的な悩み※を抱えた人に、「気付き」、「気に掛け」、「手を差し伸べる」行動

を促すための理解促進に取り組みます。

性別、年齢、障害の有無、民族、国籍などの様々な違いを認め合い、尊重し合う意識醸成のため

の啓発活動などを行います。

●　高齢者介護や障害福祉、児童福祉、生活困窮などの属性 ・ 対象者別の専門的支援が行われ

ている一方、各制度のみでは対応できない、ひきこもり、8050問題、ダブルケアなどの複合的な

課題や制度の狭間の問題が顕在化しています。

●　第1期計画でのモデル事業では、「相談 ・ 交流 ・ 活動の機会」と「地域課題の共有」を通じて、

様々な困りごとを抱える人を地域で受け入れ、お互いの境遇 ・ 思いを尊重して支え合う住民主

体の課題解決活動の有効性等が確認されましたが、県民アンケート調査では、地域のつながり

の必要性は認識しているものの、行動するまでには至っていない県民が多くなっており、地域の

方同士での助け合いが「できている」と思っている人も少ない状況にあります。

　　また、「相談や助けを求めることにためらいを感じる人」も一定数存在しており、「相談先が

ない」状態や「相談をためらう」意識などによって、課題を抱えていても、支援につながりにくい

人や、自ら遠ざかり孤立しがちな人が存在している実態がうかがえます。

●　家族機能の変化や個人の価値観・ライフスタイルの多様化等を背景に、他人に関与しない

意識が広がるにつれて、人と人とのつながりの希薄化や地域で支え合うコミュニティ機能の低

下が進んでいることが、社会や地域からの孤立と課題の潜在化・深刻化につながっていると

考えられます。

　　このため、県民一人一人が、日々の暮らしでの身近な「つながり」の重要性を知り、地域住民

同士の助け合いや「気に掛け合う」関係性について、理解を深めていくことが必要です。

1　県民の理解と行動の促進

現　状
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●　地域(県民)に「つながりそのものがセーフティネット」であるという考えを定着させ、福祉的な

悩みを抱えた人に「気付き」、「気に掛け」、「手を差し伸べる」という意識 ・ 行動の変容を促す必

要があります。また、自分自身に福祉的な悩みがある場合には「ためらわずに相談する」意識の醸

成を図る必要があります。

課　題

●　まずは、特定のモデル地域において、県民や地域の関係機関等に対し、課題が潜在化 ・ 重篤

化する場合の共通点を調査し、早期発見 ・ 重篤化防止のための取組を検討し、福祉的な悩みを

抱える人が早期に支援につながる仕組み ・ 環境づくりを推進します。
※　福祉的な悩みとは、高齢、障害、子供・子育て、生活困窮のほか、複合的な課題や制度の狭間の問題を指します。令和4(2022)年度広島県
　実態調査(県民アンケート調査)では、本人や家族が福祉的な悩みを抱えている人は、回答者全体の39.4%となっています。

今後の取組の方向性



- 22 -

●　「広島県人権啓発推進プラン(第5次)」及び「わたしらしい生き方応援プランひろしま(広島県

男女共同参画基本計画(第5次)」に基づき、「人権意識や男女共同参画意識を高める啓発を受

ける機会が広がり、個々人の性別、年齢、障害の有無、民族、国籍などの様々な違いを認め、尊重

し合う意識が醸成されている」という姿を目指し、様々な啓発活動や取組を推進しています。

●　令和5(2023)年度県政世論調査によると、障害のある人が困っているときに、手助けをしたこ

とが「ある」と答えた人の割合が68.9%、手助けをしたことが「ない」と答えた人の割合が27.1%

となっています。

●　県では、平成23(2011)年10月から県民をはじめ、企業・団体等が、「様々な障害特性」、「障害

のある人が困っていること」、「配慮の仕方やちょっとした手助けの方法」などについて理解を

深め、障害のある人が困っている場面を見かけたら、手助けや配慮を実践する「あいサポート運

動」を、県民運動として実施しています。(あいサポーター数: 246,148人(令和4(2022)年度))。

2　多様性等への相互理解の促進

現　状

●　女性の社会進出や外国人の増加など、多様性が進む社会情勢に加えて、性的指向 ・ 性自認への

理解不足やインターネット上の人権侵害事案の発生など、新たに対応が必要な環境変化や課題が

生じているため、的確な状況把握とともに、時機を捉えた更なる普及啓発を行う必要があります。

●　障害や障害者に関する県民の理解をより一層促進し、「理解」することから「行動」へつなげ

ていく必要があります。

課　題

●　個々人の性別、年齢、障害の有無、民族、国籍などの様々な違いを認め合い、尊重し合う意識の

醸成のための啓発を引き続き行うとともに、社会情勢の変化や新たに発生する人権課題などを踏

まえた取組を行います。また、啓発の実施に当たっては、間違った知識や誤った認識が多くの人権

侵害の要因となっていることを踏まえ、多様性に関する正しい理解の浸透を図るとともに、対象と

なる課題に合わせて体験学習を取り入れるなど、日常生活の中に反映されるような実践的な講座

を拡大していきます。

●　市町や関係団体、企業等との連携や協力を得ながら、「あいサポート運動」の多様な取組を継

続して展開し、この運動に賛同 ・ 参画する人や企業を増やすことを通じて、障害や障害者に関す

る県民の理解促進や行動促進を図ります。

今後の取組の方向性
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多様な主体による支え合いの促進Ⅱ

住民をはじめ、地域社会を構成する多様な主体が担い手となり、地域の居場所や相談 ・ 交流の
場など、社会とつながる機会 ・ 場づくりが促進されるよう支援します。
また、認知症になっても安心して暮らせる地域づくりや、災害時において、年齢や障害等に関わ

らず、安心して避難ができるよう、地域での支え合い活動の促進に取り組みます。

●　市町社会福祉協議会では、高齢者サロンなどの活動拠点や地区社会福祉協議会(地区社協)

の活動、地域内のつながりづくり、住民参加型の生活支援サービスなど、住民同士が見守り ・ 支

え合う小地域福祉活動等に取り組んでいます。また、県社会福祉協議会では、市町社会福祉協議

会職員への研修や福祉活動への助言等の支援を行っています。

●　市町や市町社会福祉協議会では、学校教育における福祉教育を推進し、児童生徒が地域福祉

について考え、学び、実践する機会の充実に取り組んでいます。

　　また、各市町社会福祉協議会では、学校を対象とした福祉の職場体験や、福祉体験学習を行

うための講師派遣を行っています。

●　民生委員 ・ 児童委員は、同じ地域で生活する住民の一員として、日常生活上の困りごと等を

抱える人の把握や相談対応を行い、市町や地域住民、専門機関等への「つなぎ役」として活動し

ています。

●　中山間地域などの地域人口の急減に直面している地域では、事業者単位でみると年間を通じ

た仕事がないことや、安定的な雇用環境、一定の給与水準を確保できていないことが、人口流

出の要因やUIターンの障害の一つになっています。

●　地域活動の推進力となる若手リーダーの確保に向けて、地域づくり人材が登録するプラット

フォーム「ひろしま里山・チーム500」の運営に取り組んでいます。

●　県社会福祉協議会と市町社会福祉協議会では、ボランティア活動者の交流や、大学、地縁組

織、NPO、地元企業、社会福祉法人などの多様な主体との連携を通じて、ボランティアセンター

機能の充実を図るとともに、地域住民や活動団体等のボランティア活動者の育成と参加促進に

向けた取組を進めています。

●　県や県社会福祉協議会、県共同募金会等の関係機関などで構成する「広島県被災者生活サポ

ートボラネット推進会議」において、発災時における各機関・団体の役割や課題等について情

報共有等を定期的に行うなど、災害時に迅速な支援活動を行うためのネットワークづくりを行っ

ています。

1　地域活動に携わる多様な担い手づくり

現　状
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●　住民同士のつながりの希薄化等の影響により、複合的な課題や制度の狭間の問題、社会的孤
立など、様々な生きづらさを抱える人が潜在化していくことに対し、地域の多様な主体による見
守り ・ 支え合いの居場所やつながりづくりを進めていく必要があります。
●　市町や市町社会福祉協議会が行っている、学校教育における福祉教育の取組は、地域の実情
などにより、その内容や頻度に差が生じています。
●　少子高齢化の進展等により、地域の複雑 ・ 多様化した相談対応が民生委員 ・ 児童委員に求
められています。また、個人情報保護の意識の高まりなどにより、住民の生活状況把握や関係者
間での情報共有がしづらくなっています。
●　民生委員 ・ 児童委員の高齢化、役割や負担感の増加等により、なり手不足が生じており、地域
住民との協働 ・ 連携体制をより一層充実するなど活動しやすい環境づくりが必要です。
●　中山間地域などの地域人口の急減に直面している地域において、安定的な雇用環境を生み
出し、地域社会及び地域経済の重要な担い手である地域づくり人材が安心して活躍できる環境
の整備を図る必要があります。
●　地域の推進役となるリーダーの発掘 ・ 育成やネットワーク化によって、地域のつながりや連帯
感を醸成していく必要があります。
●　地域福祉ニーズの多様化に対応するため、市町社会福祉協議会のボランティアコーディネー
ターを育成し、多様な担い手の参加促進とボランティアセンターの更なる機能強化を図る必要
があります。
●　南海トラフ巨大地震などの大規模災害や感染症流行時における災害に対応できる体制等を
整えるとともに、被災者生活サポートボランティアセンター(災害ボランティアセンター)を迅速
に設置 ・ 運営できる体制を整備する必要があります。

課　題

●　小地域福祉活動等の更なる充実を図るため、県社会福祉協議会と連携・協働して、地域活動
を担う人材の育成や活動支援等に取り組みます。
●　学校と地域等が連携した福祉教育の取組を推進し、家族や仲間、地域の人々、地域の高齢者
や障害のある人たちの生活を理解するとともに、体験的 ・ 実践的な活動を通じ、児童 ・ 生徒が
自ら主体的に社会的な課題へ関わっていく意欲や実践する力を養います。
●　民生委員 ・ 児童委員が、地域の複雑 ・ 多様化した相談に対応できるよう、「民生委員 ・ 児童
委員活動の手引」の改訂や、県民生委員児童委員協議会や地区民生委員児童委員協議会が行
う研修会等への支援を行い、その質の向上を図ります。
●　また、困りごとを抱えた人の早期把握 ・ 早期支援のために、地域住民をはじめとする多様な
主体が、民生委員・児童委員や生活支援コーディネーターと連携する市町の取組を支援します。

今後の取組の方向性
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●　民生委員 ・ 児童委員の負担軽減やなり手の不足への対応のため、民生委員 ・ 児童委員が

活動しやすい環境づくりに向け、広く住民等に対し、制度の周知やその活動内容等の普及啓

発を行います。

●　個々の民生委員 ・ 児童委員が負担を抱え込まないよう、市町及び県民生委員児童委員協議

会や地域住民と協働 ・ 連携し、活動しやすい環境づくりについて支援します。

●　安定的な雇用環境の創出を図り、地域社会の維持と地域経済の活性化に貢献する「地域づ

くり人材」の確保に向け、市町における特定地域づくり事業協同組合制度の活用推進に取り組

みます。

●　実践的な地域づくりのフィールドワークやノウハウを学ぶ人材養成塾などを通じて、身近な生

活課題の解決に取り組む人材を育成していきます。

●　県社会福祉協議会と連携し、ボランティアコーディネーターの育成研修の開催や、大学、地縁

組織、NPO、地元企業、社会福祉法人などの多様な主体が連携するネットワークの構築などに

よりボランティアセンターの機能強化を図るとともに、啓発・広報等を通じて、新たな担い手の

参加促進に取り組みます。

●　大規模災害や感染症流行時における災害に備えて、県被災者生活サポートボラネット推進会

議において、災害ボランティアの確保やICTの活用策等の検討、市町社会福祉協議会の職員に

対する研修などにより、災害発生時に、速やかに被災者生活サポートボランティアセンター(災害

ボランティアセンター)が設置され、効果的な支援が展開されるよう取り組みます。
























































































